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非国際的武力紛争の国際化に関するICTY判例の形成と展開（一）

論
説

川

岸

　

伸

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
形
成
と
展
開
（
一
）

は
じ
め
に

一
九
九
三
年
五
月
に
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
安
保
理
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（ICTY

）
は
、

二
〇
一
七
年
に
、
す
べ
て
の
作
業
を
終
了
し
、
閉
廷
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
現
在
、ICTY

裁
判
長

を
務
め
て
い
るAgius

は
、
就
任
早
々
、「
私
は
、
二
〇
一
七
年
にICTY

閉
廷
を
導
く
と
い
う
究
極
の
責
任
を
伴
い
な
が
ら
、
そ
の
歴
史

上
、
最
も
重
要
な
時
期
に
裁
判
長
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
深
く
光
栄
に
思
っ
て
い
る
」
と
し（

１
）、

二
〇
一
七
年
のICTY

閉
廷
に
向
け
て
、
そ
の

決
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

当
初
、ICTY

に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
早
期
に
閉
廷
す
る
と
い
う
計
画
が
あ
っ
た
。
元
々
の
計
画
は
、ICTY

が
二
〇
〇
四
年
の
末
ま
で

に
捜
査
を
、
二
〇
〇
八
年
の
末
ま
で
に
第
一
審
裁
判
部
の
裁
判
を
、
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
す
べ
て
の
作
業
を
そ
れ
ぞ
れ
完
了
し
、
閉
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廷
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

２
）。

し
か
し
、
被
疑
者
の
逮
捕
に
遅
れ
が
生
じ
、
さ
ら
に
事
案
の
複
雑
さ
に
起
因
し
て
審
理
に
時
間
を
要
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
、ICTY

は
、
こ
の
計
画
を
見
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
目
標
の
通
り
、

二
〇
一
七
年
のICTY

閉
廷
が
実
現
す
れ
ば
、ICTY

と
し
て
は
、
お
よ
そ
二
五
年
間
、
す
な
わ
ち
、
約
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
活

動
を
継
続
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る（

３
）。

こ
の
間
、ICTY
は
、
計
一
六
一
名
の
被
疑
者
を
起
訴
し
、
量
的
に
も
、
質
的
に
も
、
豊
富
な
判
例
を
生
み
出
し
て
き
た
。
殊
に
こ
の
こ

と
は
、「
一
九
九
一
年
以
後
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大
な
違
反
に
つ
い
て
責
任
を
有

す
る
者
の
訴
追
の
た
め
の
国
際
裁
判
所
規
程
」
と
い
うICTY

規
程
の
正
式
名
称
に
あ
る
よ
う
に
、
武
力
紛
争
法（

４
）の

分
野
に
当
て
は
ま
る
。

「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
残
虐
行
為
が
始
ま
っ
て
か
ら
国
際
人
道
法
が
著
し
く
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
疑
い
の
余
地
は

な
い（

５
）」

と
い
うM

eron

の
言
葉
は
、ICTY
裁
判
長
を
歴
任
し
た
者
自
身
が
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
十
分
に
認
識

し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
表
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
発
展
は
、ICTY

判
例
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
武
力
紛

争
法
上
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、ICTY

が
直
面
し
た
難
問
の
一
つ
で
あ
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
論
点
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
関
し
て
、
解
答
の
一
側
面
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ボ

ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
領
域
内
に
お
い
て
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
政
府
と
叛
徒
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
外
国
、
特
に
セ

ル
ビ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
が
叛
徒
の
側
に
立
っ
て
干
渉
し
た
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力

紛
争
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
論
点
が
、
全
面
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
論
点
に
お
い
て
前
提
事
項
を
成
す
の
は
、
武
力
紛
争
法
に
お
け
る
紛
争
分
類
の
意
義
と
い
う
点
で
あ
る
。
武
力
紛
争
法
は
、
国
家

間
武
力
紛
争
で
あ
る
国
際
的
武
力
紛
争
と
、
一
国
の
領
域
内
に
お
い
て
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
非
国
家
主
体
と
す
る
非
国
際

的
武
力
紛
争
と
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
、
適
用
規
則
の
内
容
に
違
い
を
設
け
る
と
い
う
構
造
に
立
脚
し
て
い
る（

６
）。

こ
の
帰
結
と

し
て
、
あ
る
事
態
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
い
ず
れ
の
も
の
と
し
て
分
類
す
る
か
と
い
う
紛
争
分
類
が
、
武
力
紛
争

法
上
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
本
稿
は
、「
国
際
化
（internationalization

）」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
次
の
意
味
に
お
い
て
、
用
い
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
全
体
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
果
、
条
約
・
慣
習
国
際
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、（
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ

れ
る
）
武
力
紛
争
法
の
す
べ
て
の
規
則
を
こ
こ
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
る
論
者
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、「
一
見
し
た
と
こ
ろ
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
見
え
る
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
際
的
武
力
紛
争
の
完
全
な
法
制
度
を
こ
の
紛
争
に
適
用
す
る
こ
と
と
な
る（

７
）」

の
で
あ
る
。

な
お
、
後
に
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
よ
う
に
、ICTY
の
判
決
が
同
様
に
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
に
言
及
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
本
稿
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い（

８
）。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、ICTY

の
判
決
の
関
連
箇
所
を
注
視

す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、ICTY

の
判
決
が
実
質
的
に
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

改
め
て
吟
味
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
留
保
を
付
し
た
上
で
、
本
稿
は
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
国
際
化
」
と
い
う

用
語
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い（

９
）。
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第
一
章
　
予
備
的
考
察

本
論
に
入
る
前
に
、「
問
題
の
背
景
」
と
「
問
題
の
設
定
」
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具

体
的
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　
問
題
の
背
景

（
一
）IC

TY

判
例
の
特
徴

す
で
に
冒
頭
に
お
い
て
引
用
し
て
い
るM

eron

の
言
葉
が
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
、ICTY

が
設
立
さ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
論

者
は
、
し
ば
し
ば
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
と
い
う
点
に
言
及
し
て
き
た）

10
（

。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、ICTY

判

例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
性
格
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
そ
の
代
表
的
な
論
者
の
一
人
で
あ
るG

reenw
ood

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、Greenw

ood

は
、「［ICTY

］
判
例
が
よ
り
一
層
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「［ICTY

］
判

例
が
国
際
人
道
法
の
発
展
に
対
し
て
永
続
的
な
影
響
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
、「
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
がICTY

の
最
も
重
要
な
遺
産
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
付
け
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
たICTY

判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
も
う
一
歩
進
め
て
、「
司
法
立
法
」
に
ま
で
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）

12
（

。
と
り
わ
け
、
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
七
年
に
か
け
てICTY

裁
判
長
を
務
め
て
い
たCassese

を
念
頭
に
置
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い
た
上
で
、
こ
の
時
代
のICTY

判
例
に
関
し
て
は
、「
司
法
積
極
主
義
（judicial activis

）
1（
（m

）」
に
基
づ
き
、「
裁
判
官
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
法
（judge-m

ade la

）
1（
（w

）」
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
論
者
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
、ICTY

判
例
が
「
司
法
立
法
」
に
ま
で
相
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず）

1（
（

、
少
な
く
と
も
一
般
的
に

言
っ
て
、ICTY
判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
導
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。ICTY

判
例
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
武
力
紛
争
法
の
分
野
に
貢
献
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
論
者
の
間
に
お
い
て
、
基
本

的
に
共
有
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
二
）IC

TY

判
例
の
検
証
―
―
そ
の
機
運
の
高
ま
り

こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
たICTY
判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
い
将
来
に
閉
廷
す
る
計
画
の
下
に
あ
る
と
い
う
事
実
と
相
俟
っ
て
、
近

年
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
証
す
る
と
い
う
機
運
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
機
運
は
、
約
四
半
世
紀
の
期
間
に
お
い
て
、

ICTY

が
何
を
残
し
た
か
、
要
す
る
に
、ICTY

の
「
遺
産
」
が
何
で
あ
っ
た
か
を
再
確
認
す
る
と
い
う
営
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て）

17
（

、

実
務
上
と
学
術
上
の
双
方
か
ら
、
一
定
の
注
目
を
集
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
実
務
上
に
関
し
て
言
え
ば
、ICTY

は
、
裁
判
所
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
（
ハ
ー
グ
）、
二
〇
一
一

年
（
ハ
ー
グ
）、
二
〇
一
二
年
（
サ
ラ
エ
ボ
・
ザ
グ
レ
ブ
）、
二
〇
一
三
年
（
サ
ラ
エ
ボ
）
の
各
年
に
、「
遺
産
会
議
（legacy conferences

）」

と
呼
ば
れ
る
会
議
を
開
催
し
て
き
た
。
こ
の
会
議
は
、ICTY

判
例
の
検
証
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
裁
判
所
に
関
連
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
を

対
象
と
し
て
、
多
様
な
意
見
を
共
有
し
て
い
く
た
め
の
場
所
と
な
っ
て
い
る）

1（
（

。

他
方
で
、
学
術
上
に
関
し
て
言
え
ば
、
米
国
国
際
法
学
会
は
、
二
〇
一
六
年
、
そ
の
機
関
誌
で
あ
る
米
国
国
際
法
雑
誌
に
お
い
て
、
シ
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ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
機
会
を
設
け
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
編
者
は
、「ICTY

の
設
立
、
運
用
、
さ

ら
に
判
例
を
再
検
討
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
影
響
に
つ
い
て
の
い
く
ら
か
の
評
価
を
行
う
た
め
の
絶
好
の
瞬
間
で
あ
る
」
と
し）

20
（

、ICTY

判

例
を
検
証
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

お
そ
ら
くICTY
が
質
・
量
と
も
に
充
実
し
た
判
例
を
蓄
積
し
て
き
た
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
国

際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
時
間
的
・
地
理
的
範
囲
、
国
際
的
武
力
紛

争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
適
用
規
則
、
さ
ら
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
な
ど
、
武
力
紛
争
法
の
分
野
に
お
い
て
、
多

岐
に
亘
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
論
点
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
の

で
あ
る）

21
（

。

二
　
問
題
の
設
定

（
一
）
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
確
立

こ
の
「
問
題
の
背
景
」
を
受
け
て
、
従
来
、
論
争
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
外
国
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
干
渉
す
る
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
る
か
と
い
う
論
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
点
は
、
一
九
九
九
年
の
コ
ソ
ボ
空
爆
、

二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
、
二
〇
〇
八
年
の
南
オ
セ
チ
ア
紛
争
、
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
の
リ
ビ
ア
戦
争
な
ど
に
見
ら
れ
た

よ
う
に
、
殊
に
外
国
が
叛
徒
の
側
に
立
っ
て
い
る
状
況
に
関
連
し
て
、
顕
在
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
個
別
の
事
例
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
般
的
に
、
論
者
が
、ICTY

判
例
に
依
拠

し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

22
（

。
そ
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
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の
内
容
を
把
握
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
一
九
九
九
年
七
月
一
五
日
の

Tadic
事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
お
け
る
一
節
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
国
内
的
武
力
紛
争
が
一
国
の
領
域
内
に
発
生
す
る
と
し
て
、
次
の
場
合
に
、
そ
れ
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
（
ま
た
は
、
状
況
に
応

じ
て
、
国
内
的
武
力
紛
争
と
並
行
し
て
そ
の
性
質
上
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
）。

⒤
　
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
、
ま
た
は
代
替
的
に

ⅱ
　
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合）

2（
（

。」

本
稿
は
、
便
宜
上
、
こ
の
一
節
を
タ
ジ
ッ
チ
定
式
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
い）

2（
（

。
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
定
式
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判

決
の
後
の
い
く
つ
か
の
判
決
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
日
のBlaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決）

2（
（

、
二
〇
〇
一
年
二
月
二
六
日
のKordic and 

Cerkez

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決）

2（
（

、
そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
三
月
三
一
日
のN

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決）

27
（

）
に
お
い
て
、ICTY

に

よ
っ
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
定
式
は
、ICTY

判
例
上
、
定
着
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（ICC

）
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
判
決
に

お
い
て
、
基
本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。ICC

は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
のLubanga

事
件
予
審

裁
判
部
判
決）

2（
（

、
さ
ら
に
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
のLubanga

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決）

2（
（

に
お
い
て
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
こ
の
タ

ジ
ッ
チ
定
式
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
一
節
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
一
国
の
領
域
内
に
発
生
す
る
国
内
的
武
力
紛
争
は
、
次
の
場
合
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
（
ま
た
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
国
内
的

武
力
紛
争
と
並
行
し
て
そ
の
性
質
上
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
）。

⒤
　
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
（
直
接
干
渉
）、
ま
た
は

ⅱ
　
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
（
間
接
干
渉
）。」

ICTY

とICC

の
各
一
節
を
比
較
す
る
と
、ICC

に
関
し
て
は
、「
⒤ 

他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
」
を

「
直
接
干
渉
（direct intervention
）」
と
し
て
、「
ⅱ 

国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
を
「
間

接
干
渉
（indirect intervention
）」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
命
名
し
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
両
者
の
間
に
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。
実

際
、ICC

は
、
上
記
一
節
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
判
決
脚
注
に
お
い
て
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
関
連
箇
所
を
挙
げ
て
い
る）

（0
（

。

勿
論
、ICTY

とICC

が
ほ
と
ん
ど
同
じ
一
節
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、ICTY

とICC

に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
が
ま
っ

た
く
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
各
裁
判
所
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
慎

重
に
検
討
し
、
両
者
の
異
同
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
強
調
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
タ
ジ
ッ

チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
定
式
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
裁
判
実
践
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
タ
ジ
ッ
チ
定
式
へ
の
評
価
の
相
違

（
1
）
一
般
論
と
し
て

し
た
が
っ
て
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
て
い
る
か
と
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い
う
こ
と
を
探
求
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
論
者
の
間
に
お
い
て
、
必
ず
し
も

評
価
の
一
致
が
あ
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が

存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
評
価
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
立
場
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
が
、
二
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
と
評
価
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
論
者
と
し
て
、Stew

a

）
（1
（rt

、Ko

）
（2
（lb

、H
offm

a

）
（（
（n

、
さ
ら
にG

ra

）
（（
（y

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
三
者
が

Stew
art

の
学
説
に
拠
っ
て
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、Stew

art

は
、「Tadic
事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
含
ま
れ
る
考
慮
す
べ
き
命
題
」
と
し
て
、「
す
で
に
生
じ
て
い
る
内
戦
が
外
国
干

渉
に
よ
っ
て
国
際
化
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。Stew
art

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う
「
外
国
干
渉
」
は
、「
軍
を
派
遣
す

る）
（（
（

」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
命
題
に
よ
れ
ば
、
外
国
軍
の
介
入
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
国
際
的
武

力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
即
せ
ば
、
⒤
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、Stew

art

は
、「Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
明
確
に
示
さ
れ
る
基
準
」
と
し
て
、「
叛
徒
が
外
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
、

紛
争
は
国
際
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る）

（7
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、Stew

art

は
、「
全
般
的
支
配
」
に
言
及
し
て
い
る）

（（
（

こ
と
か

ら
、
外
国
が
「
全
般
的
支
配
」
を
叛
徒
に
及
ぼ
し
て
い
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
従
う
と
、
ⅱ
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、Stew

art

は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
二
つ
の
基
準
を
示
し
て
い

る
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
解
釈
と
し
て
は
、「
⒤ 

他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干

渉
す
る
場
合
」
と
「
ⅱ 

国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
の
双
方
と
も
に
、「
そ
れ
は
国
際
的
武
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力
紛
争
と
な
る
」
と
い
う
柱
書
の
箇
所
に
係
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（0
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
立
場
は
、
こ
の
解
釈
と
異
な
る
そ
れ
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
タ
ジ
ッ
チ

定
式
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
基
準
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
基
準
を
示
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
の
一

人
で
あ
るM

ettraux
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。

ま
ず
、M

ettraux
は
、「
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
と
し
て
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
二
つ
、
す
な
わ

ち
、「
⒤ 

他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
、
ま
た
は
代
替
的
に
ⅱ
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他

国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
説
明
箇
所
だ
け
か
ら
す
る
と
、
一
見
す
る
と
、Stew

art

と
同
様
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式

が
二
つ
の
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
続
け
て
、M

ettraux

は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
武
力
紛
争
が
『
国
際
的
』
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た

は
『
国
際
的
』
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
は
、
外
国
が
紛
争
の
一
部
の
当
事
者

に
対
し
て
『
全
般
的
支
配
』
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（2
（

」
と
。
こ
の
説
明
箇
所
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際

的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
外
国
が
「
全
般
的
支
配
」
を
一
部
の
当
事
者
（
叛
徒
）
に
及
ぼ
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
つ
の
基
準
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
そ
れ
が
二
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
一
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
評
価
が
一
致
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
評
価
の
相
違
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
個
別
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て
も
、
同
様
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
最
た
る
例
の
一
つ

が
、
二
〇
一
一
年
の
リ
ビ
ア
戦
争
に
対
す
る
各
論
者
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
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（
2
）
個
別
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て

リ
ビ
ア
戦
争
は
、
二
〇
一
一
年
二
月
に
リ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
い
て
、
政
府
（
カ
ダ
フ
ィ
政
権
）
と
叛
徒
（
リ
ビ
ア
国
民
評
議
会
）
と

の
間
に
お
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
生
じ
た）

（（
（

こ
と
を
発
端
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
事
態
へ
の
対
応
と
し
て
、
同

年
三
月
、
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
は
、
安
保
理
決
議
一
九
七
三
に
基
づ
き
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
干

渉
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
最
終
的
に
、
多
国
籍
軍
は
、
政
府
を
打
倒
す
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
、

外
国
は
、
叛
徒
の
側
に
立
っ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

こ
の
リ
ビ
ア
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
力
紛
争
法
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
る

か
と
い
う
問
題
が
、
や
は
り
、
大
き
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

（（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
主
と
し
て
こ
の
問
題
を

論
じ
て
い
る
二
つ
の
論
考
を
比
較
す
る
と
、
す
で
に
紹
介
し
て
い
るStew

art

とM
ettraux

の
評
価
の
相
違
と
同
じ
よ
う
に
、ICTY

判
例

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
、Johnston

は
、「
政
府
と
対
立
し
て
い
る
叛
徒
の
た
め
の
外
国
干
渉
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
か
ら
国
際
的
武
力
紛
争
に
紛
争

を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し）

（（
（

、「Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
お
い
て
、ICTY

が
国
際
化
の
基
準
を
提
示
し
た
」
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る）

（7
（

。
そ
の
上
で
、「
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
場
合
」
と
し
て
、
第
一
に
「
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干

渉
す
る
場
合
」
を
、
第
二
に
「
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
二
つ
が
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
⒤
と
ⅱ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。Johnston

は
、
こ
こ
に
言
う
「
国
際

化
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
、「
す
で
に
生
じ
て
い
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
全
体
と
し
て
変
化
す
る
こ
と
」
で
あ
る

と
慎
重
に
述
べ
て
い
る）

（（
（

こ
と
か
ら
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
⒤
と
ⅱ
の
両
方
に
つ
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
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わ
れ
る
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、Johnston

は
、Stew

art

と
同
様
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
基
準
を
設
け
る

も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
、M

ačák

とZam
ir

は
、「［
外
国
と
叛
徒
と
の
間
の
］
協
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
国
際
的
武
力
紛
争
の
法
を
適
用
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し）

（0
（

、「ICTY

のTadic

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
非
国
家
集

団
が
外
国
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
場
合
に
、
国
際
化
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
上
で
、M

ačák

とZam
ir

は
、「
上
訴

裁
判
部
は
、
組
織
的
武
装
集
団
の
行
為
を
国
家
に
帰
属
す
る
た
め
に
関
連
す
る
基
準
が
、『
全
般
的
支
配
』
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

決
定
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る）

（2
（

。

こ
のM

ačák

とZam
ir

に
よ
れ
ば
、ICTY

判
例
に
従
う
と
、
叛
徒
が
外
国
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
（
叛
徒
が
外
国
の
「
全
般
的
支
配
」

の
下
に
行
動
し
て
い
る
）
場
合
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、Johnston

と
の
比
較
を
言
え
ば
、ICTY

判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
つ
の
基
準
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
要

す
る
に
、M

ačák

とZam
ir

の
評
価
は
、M

ettraux
の
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
も
、
さ
ら
に
、
個
別
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て
も
、
評
価
に
違
い
が
見
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
るICTY
判
例
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
内
容
の
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
、

論
者
の
間
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
見
方
が
共
有
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、ICTY

判
例
に
関
し
て
は
、
あ
る
種
の
混
乱
が
あ
る
も
の
と
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
本
稿
は
、ICTY

が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、ICTY

の
判
決
を
素
材
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
内
実
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、ICTY

判
例
に
基
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づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
が
、
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
が
、
武
力
紛
争
法
上
、
ど
の

よ
う
な
位
置
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
僅
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
章
の
「
予
備
的
考
察
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
章
か
ら
、
本
論
に
関
し
て
、
順
に
検
討
を
開
始
し
、
論
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

︿
注
﹀

（
１
） A

ddress to the U.N
. Security C

ouncil, Judge C
arm

el A
gius, President, International C

rim
inal Tribunal for the form

er Yugoslavia, （ 

D
ecem

ber 201（, at http://w
w

w.icty.org/x/file/Press/Statem
ents%

20and%
20Speeches/President/1（120（_president_agius_un_sc_en.pdf 

(as of D
ecem

ber 20, 201（).

（
２
） 

こ
の
計
画
は
、ICTY

に
よ
っ
て
、「
完
了
戦
略
（com

pletion strategy

）」
と
名
付
け
ら
れ
て
き
た
。Letter dated 10 June 2002 from

 the President 

of the International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia addressed to the Secretary-G
eneral, Enclosure: Report on the Judicial 

Status of the International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia and the Prospects for referring Certain Cases to N
ational Courts, 

S/2002/（7（, paras. 7（, （（-（（. 

こ
の
計
画
は
、ICTY

閉
廷
を
促
進
す
る
た
め
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
セ
ル
ビ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
な
ど
の

国
内
裁
判
所
に
対
し
て
、
一
定
の
事
件
を
委
託
す
る
こ
と
も
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。N

inth Annual Report of the International Tribunal for the 

Prosecution of Persons Responsible for Serious V
iolations of International H

um
anitarian Law

 Com
m

itted in the Territory of the Form
er 
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Yugoslavia since 1（（1, A/（7/（7（-S/2002/（（（, para. （. 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
に
、
セ
ル
ビ
ア
戦
争
犯
罪
裁
判
部
（Serbian 

W
ar Crim

es Cham
ber

）
が
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
地
方
裁
判
所
の
中
に
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。R. Cryer, H

. Frim
an, D. Robinson, E. W

ilm
shurst, 

A
n Introduction to International Crim

inal Law and Procedure (Cam
bridge U.P., 201（), p. 1（7. 

こ
の
セ
ル
ビ
ア
戦
争
犯
罪
裁
判
部
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
せ
よ
。S. W

eill, The Role of N
ational Courts in A

pplying International H
um

anitarian Law (O
xford U.P., 201（), 

pp. （（-（7.

（
３
） 

二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
安
保
理
は
、
決
議
一
九
六
六
に
お
い
て
、
新
し
い
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
機
関
で
あ
る
「
刑
事
裁
判
所
の
た
め
の
国
際
残
余
メ
カ
ニ
ズ

ム
（International Residual M

echanism
 for Crim

inal Tribunals

）」、
通
称IRM

CT

を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。IRM

CT

は
、ICTY

閉
廷
後

も
、
引
き
続
き
、
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
機
関
の
設
立
経
緯
に
つ
い
て
は
、T. Pittm

an, “The Road to the Establishm
ent of the 

International Residual M
echanism

 for Crim
inal Tribunals: From

 Com
pletion to Continuation,” Journal of International Crim

inal Justice, 

Vol. （ (2011), pp. 7（（-（0（.

（
４
） 

本
稿
に
お
い
て
は
、「
戦
争
法
」、「
武
力
紛
争
法
」、
そ
し
て
、「
国
際
人
道
法
」
の
用
語
を
互
換
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

用
語
の
間
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
関
し
て
は
、R. Kolb, Ius in bello: Le droit international des conflits arm

és (H
elbing Lichtenhahn, Bâle and 

Bruylant, Bruxelles, 200（), pp. 11-1（.

（
５
） T. M

eron, “The H
ague Tribunal: W

orking to Clarify International H
um

anitarian Law,” A
m

erican U
niversity International Law Review, 

Vol. 1（ (1（（（), p. 1（12.

（
６
） 

確
か
に
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
論
者
の
中
に
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
間
の
区
別
を
失
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
唱
え
る
者
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、G. M

cD
onald, “The Eleventh Annual W

aldem
ar A. Solf Lecture: the Changing 

N
ature of the Law

s of W
ar,” M

ilitary Law Review, Vol. 1（（ (1（（（), pp. （0-（1; J. Stew
art, “Tow

ards a single definition of arm
ed conflict 
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in international hum
anitarian law

: A critique of internationalized arm
ed conflict,” International Review of the Red Cross, Vol. （（ (200（), 

pp. （1（-（（0; D. W
illm

ott, “Rem
oving the D

istinction betw
een International and N

on-International Arm
ed Conflict in the Rom

e Statute 

of the International Crim
inal Court,” M

elbourne Journal of International Law, Vol. （ (200 （), pp. 1 （（ -21 （; L. M
oir, “Tow

ards the Unification 

of International H
um

anitarian Law
?,” in R. Burchill, N. W

hite and J. M
orris (eds.), International Conflict and Security Law: Essays in 

M
em

ory of H
ilaire M

cCoubrey (Cam
bridge U.P., 200（),  pp. 10（- 12（;  E. Craw

ford, “U
nequal before the Law

: The Case for the Elim
ination 

of the D
istinction betw

een International and N
on-international Arm

ed Conflicts,” Leiden Journal of International Law, Vol. 20 (2007), 

pp. （（1-（（（; A. D
uxbury, “D

raw
ing Lines in the Sand: Characterising Conflicts for the Purpose of Teaching International H

um
anitarian 

Law,” M
elbourne Journal of International Law, Vol. （ (2007), pp. 2（（-272. 

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
詳
述
を
省
く
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
戦

闘
員
の
資
格
と
そ
の
特
権
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
間
の
区
別
の
完
全
な
消
失
を
妨
げ
る
要
素
は
、
存
在

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
簡
潔
で
あ
り
つ
つ
、
要
領
を
得
て
い
る
説
明
と
し
て
、C. Byron, “Arm

ed Conflicts: International or N
on-

International?,” Journal of Conflict and Security Law, Vol. （ (2001), pp. （（-（（.

（
７
） M

. M
ilanovic and V. H

adzi-V
idanovic, “A Taxonom

y of Arm
ed Conflict,” in N. W

hite and C. H
enderson (eds.), Research H

andbook on 

International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum
, Jus in Bello and Jus post Bellum

 (Edw
ard Elgar, 201（), p. 2（2.

（
８
） 

事
実
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
政
府
と
外
国
と
の
間
に
国
際
的
武
力
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
「
国
際
化
」
に
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。例
え
ば
、S. V

ité, “Typology of arm
ed conflicts in international hum

anitarian law
: legal concepts and actual situations,” 

International Review of the Red Cross, Vol. （1 (200（), p. （（. 

こ
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
非
国
際
的
武
力
紛
争
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
ま

ま
の
性
格
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
に
本
稿
の
用
語
法
と
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

（
９
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
伝
統
的
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（ICRC

）
は
、「
国
際
化
さ
れ
た
国
内
的
武
力
紛
争
（internationalized internal arm

ed conflict

）」
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と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
こ
の
用
語
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
理
解
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
、ICRC

と
し
て
は
、
こ

の
用
語
を
使
用
し
な
い
と
い
う
方
針
に
立
っ
て
い
る
。T. Ferraro, “The ICRCʼs legal position on the notion of arm

ed conflict involving foreign 

intervention and on determ
ining the IH

L applicable to this type of conflict,” International Review of the Red Cross, Vol. （7 (201（), pp. 

12（1-12（2.

（
10
） 

例
え
ば
、
そ
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、W

. Fenrick, “The D
evelopm

ent of the Law
 of Arm

ed Conflict through the Jurisprudence of the 

International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia,” Journal of Conflict and Security Law, Vol. （ (1（（（), p. 1（7; C. G
reenw

ood, 

“The D
evelopm

ent of International H
um

anitarian Law
 by the International Crim

inal Tribunal for the Form
er Yugoslavia,” M

ax Planck 

Yearbook of U
nited N

ations Law
, Vol. （ 7 (1（（（), pp. （（ -（（; F. H

arhoff, “It is all in the Process: Reflections on the Relation betw
een 

International Crim
inal Trials and International H

um
anitarian Law,” N

ordic Journal of International Law, Vol. 7（ (2010), pp. （（（-（70.

（
11
） G

reenw
ood, supra note 10, pp. （（-（（.

（
12
） 

例
え
ば
、
そ
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、A. D

anner, “W
hen Courts M

ake Law
: H

ow
 the International Crim

inal Tribunals Recast the Law
s 

of W
ar,” Vanderbilt Law Review, Vol. （（ (200（), pp. （7-（（; T. H

offm
an, “The Gentle H

um
anizer of H

um
anitarian Law

: Antonio Cassese 

and the Creation of the Custom
ary Law

 of N
on-International Arm

ed Conflicts,” in C. Stahn and L. van den H
erik (eds.) Future Perspectives 

on International Crim
inal Justice (T.M

.C. Asser Press, 2010), p. （（.

（
1（
） M

. M
ilanovic, “The Im

pact of the ICTY on the Form
er Yugoslavia: An Anticipatory Postm

ortem
,” The A

m
erican Journal of International 

Law, Vol. 110 (201（), p. 2（（.

（
1（
） M

. M
ilanovic, “O

n Realistic U
topias and O

ther O
xym

orons: A
n Essay on A

ntonio C
asseseʼs Last Book,” The European Journal of 

International Law, Vol. 2（ (2012), pp. 10（1-10（2.
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（
1（
） 

し
か
し
、
こ
の
評
価
に
対
し
て
、Cassese

本
人
は
、「
裁
判
所
に
対
し
て
は
国
際
人
道
法
の
分
野
に
お
い
て
新
し
い
法
を
創
造
す
る
権
限
は
付
与
さ
れ
て
い

な
い
」
と
し
、
反
論
す
る
よ
う
で
あ
る
。A. Cassese, “The International Crim

inal Tribunal for the Form
er Yugoslavia and the Im

plem
entation 

of International H
um

anitarian Law,” in L. Condorelli, A
. La Rosa and S. Scherrer (eds.), Les N

ations U
nies et le droit international 

hum
anitaire: actes du colloque international à lʼoccasion du cinquantièm

e anniversaire de lʼO
N

U
 (G

enève-1（, 20 et 21 octobre 1（（（) 

(Pedone, 1（（（), p. 2（1. 

こ
の
こ
と
は
、ICTY

を
含
め
、
国
際
刑
事
裁
判
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
罪
刑
法
定
主
義
（nullum

 crim
en sine lege

）」

の
原
則
が
妥
当
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
至
極
、
当
然
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
、ICTY

を
設
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
国
連
事
務
総
長

は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
罪
刑
法
定
主
義
の
適
用
は
、
明
ら
か
に
慣
習
法
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
国
際
人
道
法
の
規

則
を
国
際
裁
判
所
が
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。The Report of the Secretary-G

eneral pursuant to Paragraph 

2 of Security Council Resolution （0（ (1（（（), S/2（70（, para. （（. 

も
っ
と
も
、
時
と
し
て
、Cassese

は
、ICTY

に
関
し
て
は
、「
司
法
立
法
」
も
厭

わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
垣
間
見
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
幾
人
か
の
裁
判
官
と
の
対
話
に
お
い
て
、

Cassese

は
、「
今
日
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
所
は
隙
間
で
い
っ
ぱ
い
の
法
領
域
に
直
面
し
て
い
る
」
と
し
、「
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
は
、
新
し
い
法

を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
率
直
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。R. Badinter and S. 

Breyer (eds.), Judges in Contem
porary D

em
ocracy: A

n International Conversation (N
ew

 York U
niversity Press, 200（), p. 21（. 

こ
の
発
言

へ
の
評
価
と
し
て
、S. D

arcy, Judges, Law and W
ar: The Judicial D

evelopm
ent of International H

um
anitarian Law (Cam

bridge U.P., 201（), 

pp. 12-1（.

（
1（
） 

確
か
に
、「
司
法
立
法
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
裁
判
実
践
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
」
と
し
、「
司
法
立
法
」
が
判
例
に
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
伴
う
と
い
う
立

場
は
あ
る
。A. von Bogdandy and I. Venzke, “Beyond D

ispute: International Judicial Institutions as Law
m

akers,” in A. von Bogdandy 

and I. Venzke (eds.), International Judicial Lawm
aking: On Public Authority and Dem

ocratic Legitim
ation in Global Governance (Springer, 
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2012), p. 7. 

し
か
し
、ICTY

判
例
に
限
ら
ず
、
一
般
論
と
し
て
、
あ
る
判
例
が
「
司
法
立
法
」
に
ま
で
相
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
容
易
に
判
断
す
る
こ
と

の
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
実
定
法
、
と
り
わ
け
、
慣
習
国
際
法
の
内
容
を
正
確
に
特
定
し
、
そ

れ
と
判
例
の
内
容
と
を
慎
重
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
難
し
さ
に
つ
い
て
は
、H

offm
an, supra note 12, p. 7（.

（
17
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、Alvarez

は
、ICTY

設
立
後
の
比
較
的
早
い
う
ち
か
ら
、ICTY

の
「
遺
産
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
意
識
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。J. Alvarez, “N

urem
berg Revisited: The Tadic Case,” The European Journal of International Law, Vol. 7 (1（（（), p. 2（1.

（
1（
） 

こ
の
会
議
の
詳
細
に
関
し
て
は
、ICTY

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
関
連
箇
所
を
参
照
せ
よ
。Legacy Conferences, at http://w

w
w.icty.org/en/outreach/

legacy-conferences (as of January （, 2017).

（
1（
） 

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
と
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
題
し
て
、ICTY

に
留
ま

ら
ず
、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（ICTR

）
も
対
象
と
し
、
さ
ら
に
武
力
紛
争
法
の
み
な
ら
ず
、
国
際
刑
事
法
も
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
て
は
、The A

m
erican Journal of International Law, Vol. 110 (201（) (Sym

posium
 on the International Crim

inal 

Tribunals for the Form
er Yugoslavia and Rw

anda) 

所
収
の
各
論
考
を
参
照
せ
よ
。

（
20
） M

. M
atheson and N. Reid, “Editorsʼ Introduction,” The A

m
erican Journal of International Law, Vol. 110 (201（), p. 172.

（
21
） 

実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、Robinson

とM
acN

eil

は
、「
裁
判
所
が
多
く
の
貢
献
を
行
っ
て
き
た
」
こ
と
の
例
の
一
つ
と
し
て
、「
武
力
紛
争
を
国
際
化
す

る
に
あ
た
っ
て
の
外
国
軍
の
役
割
」に
明
確
に
言
及
し
て
い
る
。D. Robinson and G. M

acN
eil, “The Tribunals and the Renaissance of International 

Crim
inal Law

: Three Them
es,” The A

m
erican Journal of International Law, Vol. 110 (201（), p. 1（（.

（
22
） 

コ
ソ
ボ
空
爆
（
紛
争
当
事
者
：
政
府
＝
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
政
権
、
叛
徒
＝
コ
ソ
ボ
解
放
軍
、
外
国
＝
米
国
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
）
に
関
し
て
は
、C. 

Greenw
ood, “The Applicability of International H

um
anitarian Law

 and the Law
 of N

eutrality to the Kosovo Cam
paign,” in A. W

all (ed.), 

Legal and Ethical Lessons of N
ATO

ʼs Kosovo Cam
paign (N

aval W
ar College, 2002), pp. （（-（（; H

. Fujita, “The Kosovo Conflict in Light 
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of U.N. Law
 (Jus Contra Bellum

 and Jus In Bello),” in C. Charm
ody, Y. Iw

asaw
a and S. Rhodes (eds.), Trilateral Perspectives on International 

Legal Issues: Conflict and Coherence (The Am
erican Society of International Law, 200（), pp. 2（2-2（1. 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
（
紛
争
当
事

者
：
政
府
＝
タ
リ
バ
ン
政
権
、
叛
徒
＝
北
部
同
盟
、
外
国
＝
米
国
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
）
に
関
し
て
は
、R. Cryer, “The Fine Art of Friendship: 

Jus in Bello in Afghanistan,” Journal of Conflict and Security Law, Vol. 7 (2002), pp. （1-（7. 

南
オ
セ
チ
ア
紛
争
（
紛
争
当
事
者
：
政
府
＝
サ
ー

カ
シ
ュ
ヴ
ィ
リ
政
権
、
叛
徒
＝
南
オ
セ
チ
ア
共
和
国
、
外
国
＝
ロ
シ
ア
）
に
関
し
て
は
、P. Leach, “South O

ssetia (200（),” in E. W
ilm

shurst (ed.), 

International Law and the Classification of Conflicts (O
xford U.P., 2012), pp. （（0-（（2. 

リ
ビ
ア
戦
争
（
紛
争
当
事
者
：
政
府
＝
カ
ダ
フ
ィ
政
権
、

叛
徒
＝
リ
ビ
ア
国
民
評
議
会
、
外
国
＝
米
国
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
）
に
関
し
て
は
、K. M

ačák and N. Zam
ir, “The Applicability of International 

H
um

anitarian Law
 to the Conflict in Libya,” International Com

m
unity Law Review, Vol. 1 （ (2012), pp. （11- （2（; K. Johnston, “Transform

ations 

of Conflict Status in Libya,” Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17 (2012), pp. （（-10（.

（
2（
） ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgem
ent, Appeals Cham

ber, para. （（.

（
2（
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
周
知
の
こ
と
は
、ICTY

が
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
日
のTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
に
お
い
て
、
次
の
一
節
を
提
示
し
た
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
武
力
紛
争
は
、
国
家
間
に
お
い
て
武
力
の
行
使
が
あ
り
、
ま
た
は
、
一
国
内
に
お
い
て
政
府
当
局
と
組
織
的
武
装
集
団
と
の
間
、

も
し
く
は
組
織
的
武
装
集
団
相
互
の
間
に
長
期
化
す
る
暴
力
が
あ
る
場
合
に
常
に
存
在
す
る
」と
。ICTY, Prosecutor v. Tadic, D

ecision on the D
efence 

M
otion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Cham

ber, para. 70. 

こ
の
一
節
は
、「
武
力
紛
争
」
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
国
際
的
武
力

紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
を
示
す
も
の
と
し
て
、
非
常
に
著
名
で
あ
る
。
タ
ジ
ッ
チ
基
準
と
呼
ば
れ
る
こ
の
一

節
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
浅
田
正
彦
「
国
際
法
に
お
け
る
『
武
力
紛
争
』
の
概
念
―
―
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
武
力
紛
争
法
適
用
の
敷
居
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」
松
田
竹
男
・
田
中
則
夫
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
（
編
）『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造
Ⅱ
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
八
七
―
三
〇
三
頁
。

本
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準
と
区
別
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
本
文
に
引
用
す
る
一
節
に
つ
い
て
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
と
い
う
別
の
用
語



20

法政研究21巻２号（2017年）

を
充
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
駒
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
2（
） ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Judgem

ent, Trial Cham
ber, para. 7（.

（
2（
） ICTY, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgem

ent, Trial Cham
ber, para. （（.

（
27
） ICTY, Prosecutor v. N

aletilic, Judgem
ent, Trial Cham

ber, para. 1（2.

（
2（
） ICC, Prosecutor v. Lubanga, D

ecision on the confirm
ation of charges, Pre-Trial Cham

ber I, para. 20（.

（
2（
） ICC, Prosecutor v. Lubanga, Judgm

ent pursuant to Article 7（ of the Statute, Trial Cham
ber I, para. （（1.

（
（0
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、supra note 2（, n. 27（; supra note 2（, n. 1（（（.

（
（1
） J. Stew

art, “Fragm
ented Arm

ed Conflicts: ‘Internationalizedʼ Internal Arm
ed Conflicts and ‘Internalizedʼ International Arm

ed Conflicts,” 

Proceedings of the Bruges Colloquium
, A

rm
ed Conflicts and Parties to A

rm
ed Conflicts under IH

L: Confronting Legal Categories to 

Contem
porary Realities, 10

th Bruges Colloquium
, 22-2（ O

ctober 200（, pp. （2-（（.

（
（2
） Kolb, supra note （, pp. 1（（-1（2.

（
（（
） T. H

offm
ann, “Squaring the Circle?: International H

um
anitarian Law

 and Transnational Arm
ed Conflicts,” in M

. M
atheson and D. M

om
taz 

(eds.), Les règles et institutions du droit international hum
anitaire à lʼépreuve des conflits arm

és récents (N
ijhoff, 2010), pp. 2（0-2（（.

（
（（
） C. Gray, “The M

eaning of Arm
ed Conflict: N

on-International Arm
ed Conflict,” in M

. Ellen O
ʼConnell (ed.), W

hat is W
ar? An Investigation 

in the W
ake of （/11 (N

ijhoff, 2012), pp. （1-（（.

（
（（
） Stew
art, supra note （1, p. （（.

（
（（
） Ibid., p. （（.

（
（7
） Ibid., p. （（.
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（
（（
） Ibid., p. （（.

（
（（
） 
も
っ
と
も
、Stew

art

は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
内
容
の
理
解
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
基
準
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
も
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い

る
。Ibid., pp. （（-（（.

（
（0
） 

こ
の
前
提
と
し
て
、Stew

art

は
、「
国
際
的
武
力
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
並
行
し
て
、
併
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
タ
ジ
ッ

チ
定
式
の
内
容
と
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
併
存
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。Ibid., p. （（.

（
（1
） G. M

ettraux, International Crim
es and the A

d H
oc Tribunals (O

xford U.P., 200（), p. （（.

（
（2
） Ibid., p. （（.

（
（（
） 

一
般
的
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
に
関
し
て
は
、
烈
度
と
組
織
性
の
二
つ
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に

お
い
て
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
省
略
す
る
も
の
の
、
こ
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
二
つ
の
要
件
に
関
す
るICTY

判
例
の
検
討
と
し
て
、
さ
し
あ
た

り
、
次
の
論
考
を
参
照
せ
よ
。A. Cullen, The Concept of N

on-International A
rm

ed Conflict in International H
um

anitarian Law (Cam
bridge 

U.P., 2010), pp. 117-1（（. 

リ
ビ
ア
に
お
け
る
政
府
と
叛
徒
と
の
間
の
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
〇
一
一
年
の
二
月
下
旬
あ
た
り
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、ICC

検
察
局
は
、「
二
月
の
終
わ
り
以
降
、
リ
ビ
ア
に
お
い
て
武
力
紛

争
が
存
在
し
て
い
た
」
と
判
断
し
て
い
る
。First Report of the Prosecutor of the International Crim

inal Court to the U
N

 Security Council 

pursuant to U
nited N

ations Security Council Resolution 1（70 (2011), （ M
ay 2011, para. （7.

（
（（
） 

二
〇
一
一
年
二
月
に
お
け
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
発
生
か
ら
同
年
三
月
に
か
け
て
の
多
国
籍
軍
の
干
渉
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
事
実
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、Report of the International Com

m
ission of Inquiry to investigate all alleged violations of international hum

an rights law
 in the 

Libyan Arab Jam
ahiriya, A/H

RC/17/（（, paras. （（-（（.

（
（（
） 

リ
ビ
ア
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

ATO

）
が
関
与
し
た
こ
と
か
ら
、
本
文
に
述
べ
た
問
題
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
国
際
機
構
へ
の
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武
力
紛
争
法
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
問
題
が
惹
起
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
国
際
機
構
へ
の
武
力
紛
争
法
適
用
問
題

に
関
し
て
は
、さ
し
あ
た
り
、R. Kolb, Droit hum

anitaire et opérations de paix internationales: les m
odalités dʼapplication du droit international 

hum
anitaire dans les opérations de m

aintien ou de rétablissem
ent de la paix auxquelles concourt une organisation internationale (en 

particulier les N
ations U

nies) (H
elbing Lichtenhahn, G

enève, Bâle, M
unich and Bruylant, Bruxelles, 2002), pp. 7-110.

（
（（
） Johnston, supra note 22, p. （（.

（
（7
） Ibid., p. （（.

（
（（
） Ibid., p. （（.

（
（（
） Ibid., p. （（.

（
（0
） M

ačák and Zam
ir, supra note 22, p. （1（.

（
（1
） Ibid., p. （1（.

（
（2
） Ibid., p. （1（. 

も
っ
と
も
、M

ačák

とZam
ir

は
、ICTY

判
例
の
内
容
の
理
解
か
ら
離
れ
て
、「
全
般
的
支
配
」
よ
り
も
緩
や
か
な
支
配
の
程
度
で
あ
っ
て

も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。Ibid., pp. （1（-（20.


